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援助申込者 申込代理人 

※下記の書類があることをご確認のうえ ☑ してください。

□ 
援助申込書 ・ 

法律相談票 

・相談実施確認欄と援助申込欄の「申込者(氏名)」には、申込者の署名が必要です。

・申込者と配偶者の収入欄の「配偶者(内縁含む)」は、紛争の相手方が配偶者の場合の

み、記載は不要です。 

・福祉機関からの紹介を契機に相談を実施した場合は、必ず相談票の「相談実施の経

緯」「福祉機関の種別」に☑を付してください。 

□ 

資力申告書 (審査

用)【生活保護受給

中の方以外】

・申込者の自署は不要です。

・家族欄の「申込者または配偶者が扶養している家族」の有無については、援助申込書

において「単身者」を選択している方も、いずれかに必ず☑をしてください。 

※審査に必要な書類をご確認いただき、提出される書類に☑のうえご提出ください。

□ 

事件調書、事件に

関する資料（自己

破産、任意整理・

民事再生事件用）

・本調書に記載された内容をもとに審査を行いますので、援助の可否を判断するにあた

り必要かつ十分な記載をお願いいたします。 

・処理方針に応じた事件調書をご提出ください。

□ 債権者一覧表 
債権調査未着手の場合でも、申込者からの聞き取り等により、可能な限り詳細にご記入

くださいますようお願いいたします。 

□ 

収入証明 

（重要）紛争の相手方

でない生計を共にする

配偶者（内縁を含む）

の収入証明も必要とな

ります。 

生活保護受給者：申込者の氏名が記載された 発行から 3 ヶ月以内の 

保護受給証明書  または 保護決定通知書 

生活保護受給者以外：次のうちいずれかの書類を提出願います。 

①直近２ヶ月分の給与明細（賞与収入がある場合は、賞与額のわかる資料も提出願います）

②課税または非課税証明書 ③源泉徴収票（マイナンバーはマスキングしてください。）

④確定申告書（控） ⑤雇用保険受給証明書 ⑥年金振込通知書（基礎年金番号はマ

スキングしてください。）

※ どれか一つで確認できない場合は、複数を提出していただき、確認します。

⑦（いずれの書類も提出不可の場合）収入に関する弁護士・司法書士からの報告書

□ 

住民票 または 

在留カード ・ 

特別永住者証明書 

住民票は、本籍・筆頭者・続柄の記載があり（日本人の場合）、かつ「世帯全員」であることの表示

があるものが必要です（発行から３か月以内のものに限ります。 マイナンバーの記載は不要で

す。記載されている場合はマスキングしてください）。  

在留カード・特別永住者証明書裏面に住居変更の記載がある場合、その写しも提出してください。 

□ 

割賦償還に用いる

口座に係る資料 

・自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書の写し(ゆうちょ：１５日か２５日、その他：２７日)

・口座情報が確認できる書類の写し(①・②のうちいずれかの書類を提出願います)

① 通帳の写し（キャッシュカードの写し） ②Ｗｅｂ口座画面の写し

※ 提出することが困難な特別の事情があるときは、支払方法登録届又は受任・受託予定者から

の報告書の提出をもって代えることができます。 

2021年 11月改訂 

代理援助・書類作成援助の申込の際は、審査に必要な書類が揃っていることをご確認のうえ、

ご提出ください。書類に漏れがあると援助決定できません。相談実施日から 1か月以内に援助

申込書・法律相談票を提出してください。相談実施日から 1か月を超えて援助申込書・法律相

談票が提出された場合、相談料をお支払いすることができません。審査書類の提出は、ＦＡＸ

（０２４－５３５－２９３９）、郵送、窓口持参のいずれの方法でも可能です。 

【生活保護受給中の方
以外/センター指定の
Ｗｅｂ口座登録受付
サービス利用者以外】 


